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定
額
給
付
金
制
度
を
め
ぐ
る
政
府
内
の
混
乱
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
月
三
十
日
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
新
総
合
経
済
対
策
を
発
表
し
た
。
そ
の
項
目
の
一
つ
で
あ
る
定
額
給
付
金

制
度
に
つ
い
て
政
府
は
、
支
給
対
象
と
な
る
年
間
所
得
額
の
上
限
を
千
八
百
万
円
と
す
る
一
方
で
、
具
体
的
な
支
給
業
務
並
び

に
実
際
に
支
給
対
象
に
所
得
限
度
を
設
け
る
か
否
か
は
各
市
町
村
に
一
任
す
る
こ
と
を
十
一
月
十
二
日
決
定
し
た
。
右
を
踏
ま

え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

定
額
給
付
金
制
度
は
、
誰
の
発
案
に
よ
る
も
の
か
。

二

自
民
党
と
連
立
政
権
を
組
む
公
明
党
に
よ
り
、
定
額
減
税
案
が
提
案
さ
れ
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
定
額
減
税
案
の

実
現
、
実
行
は
ど
の
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

定
額
給
付
金
制
度
に
関
し
麻
生
総
理
が
最
初
に
言
及
し
て
か
ら
、
そ
の
支
給
対
象
と
な
る
年
間
所
得
額
に
上
限
を
設
け
る

か
否
か
、
ま
た
設
け
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
い
く
ら
か
に
つ
い
て
、
政
府
、
閣
僚
内
で
多
く
の
意
見
の
相
違
が
見
ら
れ
た

と
承
知
す
る
が
、
右
は
定
額
給
付
金
制
度
の
詳
細
を
詰
め
な
い
ま
ま
、
麻
生
総
理
が
本
年
十
月
三
十
日
に
発
表
し
た
こ
と
を

示
す
も
の
か
。

四

政
府
が
定
額
給
付
金
制
度
の
支
給
対
象
と
な
る
年
間
所
得
額
の
上
限
を
千
八
百
万
円
と
し
た
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

一



五

政
府
が
定
額
給
付
金
制
度
の
支
給
対
象
と
な
る
年
間
所
得
額
の
上
限
を
千
八
百
万
円
と
し
た
一
方
で
、
実
際
に
年
間
所
得

額
に
よ
る
支
給
制
限
を
す
る
か
否
か
を
各
市
町
村
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
右
は
、
各
市
町
村
に
は
混
乱
を
、

各
市
町
村
の
住
民
に
は
不
公
平
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

六

政
府
が
定
額
給
付
金
制
度
の
具
体
的
業
務
を
各
市
町
村
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
右
は
、
各
市
町
村
に
煩
雑

な
事
務
を
丸
投
げ
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

七

政
府
が
定
額
給
付
金
制
度
の
支
給
対
象
に
、
年
間
所
得
額
に
よ
る
支
給
制
限
を
す
る
か
否
か
の
判
断
と
、
支
給
に
際
し
て

の
具
体
的
業
務
を
各
市
町
村
に
委
ね
る
こ
と
を
決
め
て
以
降
、
各
市
町
村
の
間
に
は
、
困
惑
と
不
満
、
不
安
が
広
ま
っ
て
い

る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

八

給
付
金
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
増
税
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う

な
っ
て
は
元
の
木
阿
弥
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
右
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

九

定
額
給
付
金
制
度
に
よ
り
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
経
済
効
果
を
得
ら
れ
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
具
体
的
な

試
算
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

政
府
は
定
額
給
付
金
制
度
を
実
際
に
い
つ
か
ら
始
め
る
考
え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


